






要約:小児事故予防手法としての乳幼児健康診査における保健指導の効果について評価す

るため、重点指導に取り組んでいる保健所と一般的指導を行っている保健所管内市町村に

おける、1～2 歳児の保護者に対し、事故予防に関する保健指導に対する認識、予防行動

の実施状況及ぴ児の誤飲・窒息の発生状況を、郵送法により調査した。

 その結果、重点的指導の有無に関わらず、指導に対する認識及び保護者の予防行動の実

施状況には差か認められなかった。誤飲・窒息の発生状況では、指導を受けたと認識して

いる保護者ほど事故の発生割合が有意ではないが高い傾向にあった。

 これにより、健診の場を利用した指導のみでは、指導内容が充実したものであっても保

護者には十分に認識されず行動変容に至らない可能性及び事故に対する関心の高い保護者

ほど事故に対する記憶・認識が高い可能性が示唆された。


